
令和 8 年 6 月 11 日 

宮古漁業協同組合 

組合員各位 

一共第 105 号・第 106 号 第 1 回 
うに開口について 

標記について、下記要領にて開口致します。 
記 

1. 開 口 日 ：  令和 8 年 6 月 12 日 金曜日 
2. 出 漁 時 間 ：  午前 3 時 30 分 ※時間厳守の事 

【違反者は出漁停止処分されます。】 
3. 操 業 時 間 ：  午前 4 時 30 分 より 午前 7 時 00 分 まで 
4. 漁    具 ：  鏡、たも、2 本かぎ、3 本かぎ、鎌 
5. 採 捕 制 限 ：  指定された「うに用籠」で 1 隻当り最高 1 籠とする。 
6. 殻付水揚制限： 魚市場への販売水揚は 1 隻当り 20 ㎏とする。 
（魚市場受取り時間厳守午前 7 時 30 分迄。時間過ぎは受け取らない場合があります。） 
※その他 
⑴指定された「うにさし」で計測し、殻径が黒うに 5 ㎝、赤うに 4 ㎝（針分は除く）以下は放流すること。 
 （規格外（小さいもの）を水揚げした場合、漁業調整規則違反として罰せられます。） 
⑵むき殻を湾内等に捨てると罰せられます。各自適切に処分して下さい。 
⑶生うに（カップ入）の魚市場個人出荷 受取時間 午前 11 時 30 分～午後 2 時迄 
 ※今回出荷される場合の消費期限は、令和 8 年 6 月 16 日で記載願います。ラベル剥がれにご注意ください。 
⑷むき身うに搬入時の注意事項 
 ①「うにむき身作業工程チェックシート」をご記入の上、提出願います。 
 ②搬入用の容器内の殺菌海水温度は 7℃以下で搬入して下さい。 
 ③共販むき身うに受取場所 宮古市魚市場⑯番 午前 11 時～昼 12 時迄 
⑸衛生管理巡回指導を行います。衛生的かつ低温での適切な処理をお願い致します。 
⑹紫外線殺菌海水装置給水利用時間 
【定置番屋跡地】（開口前日）午後 3 時～午後 6 時迄（開口当日）午前 5 時～昼 12 時迄 
【磯鶏神林港】（開口前日）午後 3 時～午後 5 時迄（開口当日）午前 6 時～昼 12 時迄 
【宿漁港】（開口前日）午後 3 時～午後 6 時迄（開口当日）午前 4 時～午前 11 時迄 
【日出島漁港】（開口前日）午後 3 時～午後 5 時迄（開口当日）午前 4 時～午前 11 時迄 
⑺魚市場西側に氷自動販売機が設置されておりますのでご利用下さい（約 27 ㎏：300 円） 
⑻鍬ヶ崎・崎山地区准組合員の採捕は 8 月からです。 
 
 
 
 
 
 
 
（崎山地区組合員へ） 焼きうにについて 
〇集荷受取りは、午後 4 時に支所を出発するため、検査完了を午後 3 時 50 分迄にお願い致します。 
〇包装の際は、袋裏側にラベルの貼り忘れをご注意願います。 
〇袋に入れる際は、十分冷やして結露や半焼状態でないよう細心の注意をお願い致します。 
〇盛り付けの際は、細かいうに殻や針等、異物が混入しないよう細心の注意をお願い致します。 

※【注意】 

①殺菌海水装置本体には絶対に触れないで下さい。 

②故障等のトラブル時は本所 62-1234 迄ご連絡を願います。 

③給水終了後は必ず「紫外線殺菌海水装置利用台帳」にご記入願います。 

④魚市場販売の殻付うには身入りが悪い物は返品される場合もありますのでよく吟味して下さい。 


